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デジタル化推進本部

高齢者等デジタル活用支援事業について

１ 事業の目的

高齢者をはじめとする市民のデジタル活用に係る格差の解消を図り、

地域の情報化を推進する。

２ 事業概要

連携協定を締結した株式会社ＡＬＬ－Ａ（秋田市エイジフレンドリー

パートナー）との共同事業として、「スマートフォン相談窓口」を継続

実施するほか、新たに、出前講座「はじめてのスマートフォン教室」を

開催する。

(1) スマートフォン相談窓口

開設曜日 月～金曜日（祝日および年末年始の休日を除く。）

相談時間 ①10～11時 ②11～12時 ③12～13時（１日３コマ）

開設場所
月・火曜日 アルヴェ３階（市民交流サロン内）

水～金曜日 市 役 所 １ 階（スマートフォン相談窓口）

(2) 出前講座「はじめてのスマートフォン教室」

趣 旨
グループでの受講を中心に進め、仲間同士で教え合える

環境を形成し、デジタルデバイドの戦略的な解消を図る。

開始予定 令和５年５月（事前予約制）

開催周期 原則週１回、月４回まで。

対 象 者
スマートフォンを所持したことがない方、又はスマート

フォン初心者

次の２つのメニューから選択

講座内容
①基本講座（スマートフォンの基本操作、電話、カメラ、

文字入力、Googleマップ等）

②ＬＩＮＥ

定 員 等 ４人グループを基本とする（２～３人の場合も対応可）。

開催場所 コミュニティセンター等
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３ 予算内訳

節名称 内 訳 金額（千円）

役務費 インターネット専用回線使用料 96

負担金
スマートフォン相談窓口秋田市負担金 2,857

出前講座秋田市負担金 726

事 業 費 合 計 3,679

４ 展開イメージ

無料スマートフォン相談窓口

・マンツーマンで継続的な支援 ⇒ スマホ操作スキルの定着
・スマホ教室や出前講座のフォローアップ ⇒ デジタル活用を面的にサポート

出前講座「はじめてのスマートフォン教室」

・友人、知人のグループで気軽に受講
・グループで学び合う環境の構築

スマホ教室
（国・県・民間）

令和４年１１月～
【継続】

動画によるデジタル活用支援

・導入予定の動画作成システムで スマホ講習用
動画を作成
・LINE、地図アプリ、カメラなどジャンル別に作成
・QRコード等で簡単に動画にアクセス

令和５年度当初予算

ＬＩＮＥを活用した情報配信等

・属性に応じた情報配信
・お悩み相談の窓口設置
・避難行動支援、安否確認等

事業化に向け検討中

フォローアップステップアップ

フォローアップ

ALL-Aとの
共同事業

連

携

全庁を挙げた取組

各種啓発活動

・消費生活相談（特殊詐欺の啓発）
・生涯学習
・フレイル予防など

様々な主体との連携（検討中）

連

携

県育成のデジタル活用支援員との連携

・活躍の場の提供
・情報共有
・イベントへの参加

教育機関との連携

・教育機関が実施中のスマホ教室との
連携等

ALL-Aとの
共同事業

令和５年度当初予算

連

携

高齢者等デジタル活用支援事業の展開イメージ
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予算決算委員会資料

令 和 ５ 年 ３ 月 ９ 日

デジタル化推進本部

議事録作成機器導入経費について

１ 事業の目的

全庁において議事録等の作成が必要な会議が年間約５５０時間あり、

その作成時間に１,６００時間程度を要していることから、議事録作成

機器の導入により、事務の効率化と業務時間の削減を図る。

２ 事業概要

令和３年度から議事録作成機器の性能評価や無料トライアルを実施し

ており、その検証結果から、議事録作成に要する時間の削減が見込める

ため、令和５年度から全庁で本格導入を行う。

なお、導入にあたっては、全庁の会議開催状況を踏まえ、毎月５０時

間分の議事録が作成できる環境を整備する。

３ 予算内訳

節 名 称 内 訳 金額（千円）

需用費 録音用マイクセット 88

使用料及び賃借料 議事録作成システム利用料 449

備品購入費 録音用モバイルレコーダー 99

事 業 費 合 計 636

- 5 -



予算決算委員会資料

令和５年３月９日

デジタル化推進本部

動画自動作成システム導入経費について

１ 事業の目的

簡単に動画を作成・配信できるシステムを導入することで、市民向けの情報

発信手段の多様化を図り、市民が情報を得やすくするとともに、職員向けに動

画による研修受講体制を整備し、職員のＩＣＴスキル等の底上げにつなげる。

２ 事業概要

PowerPointデータから動画を簡易に作成できるシステムを導入する。

動画による情報配信は、いつでも繰り返し再生できるとともに、具体的な手

順を見ることができ理解しやすいという利点がある。

また、映像、音声だけでなく字幕も入るため、視覚や聴覚に障がいがある方

でも利用しやすいものとなる。

(1) 動画による市民への情報発信

・市民向け広報動画の作成を全庁的に展開し、情報発信力の向上を図る。

・デジタルデバイド対策の一環として、スマートフォンの操作方法を動画で

配信する。

(2) 動画によるＩＣＴ研修体制の整備

・庁内のＩＣＴ研修を全て動画視聴により受講できる体制とし、研修で得た

知識を業務での経験と結びつけることで、全庁的なＩＣＴスキルの底上げ

とデジタル人材の育成を図る。

【動画のイメージ】

３ 予算内訳

１，３７５千円（使用料及び賃借料）

※動画自動作成システムサービス利用料
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